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Ⅰ 鹿児島県茶業を と り ま く 消費・ 流通・ 生産の現状・ 課題

○ １ 世帯当たり の緑茶（ リ ーフ 茶） の購入数量は年々減少。

○ １ 世帯当たり の緑茶・ 茶飲料の年間支出金額は、 近年1 1 ,0 0 0 円程度と 横ばいであり 、 緑茶（ リ ーフ 茶） で減少し ている 分、 茶飲料が増加。

○ 清涼飲料等の消費量の推移を 見る と 、 緑茶や炭酸飲料等が近年横ばいで推移し ている 一方、 ミ ネラ ルウ ォ ータ ーの消費量が増加。

⇒ 国民の簡便化志向によ る リ ーフ 茶離れの顕在化に対し 、 ド リ ン ク 向け原料など 需要に対応し た生産が必要。

一方、 リ ーフ 茶についても 簡易簡便志向に対応し た喫茶法など の消費対策が必要。

Ⅰ－１ －１ 国内消費動向（ 消費量・ 支出金額）
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【 １ 世帯当たり 緑茶（ リ ーフ 茶等） ・ 茶飲料の年間支出金額 】
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資料： 総務省家計調査

【 １ 世帯当たり 緑茶（ リ ーフ 茶等） 購入数量 】
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【 清涼飲料等の消費量の推移 】

資料： (一社)全国清涼飲料連合会、 総務省人口推計
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○ １ 世帯当たり の年間支出金額は、 茶飲料で5 0 ～5 9 歳を ピ ーク に減少する 一方で、 年代が高いほど 緑茶（ リ ーフ 茶等） の支出金額が大き い。

○ 経時的変化（ R7 /H3 0 ） を 見る と 、 4 0 代以上で緑茶（ リ ーフ 茶等） の支出金額が大き く 減少し ている 一方、 茶飲料の支出金額が大き く 増加。

⇒ 若年層の茶の喫茶習慣を 喚起し て支出金額を 増やすと と も に、 4 0 代以上の簡易簡便化志向の高ま り に対応し た喫茶法の提案が必要。

Ⅰ－１ －２ 国内消費動向（ 支出金額）

【 年齢別の緑茶（ リ ーフ 茶等） の消費動向年次比較 】

資料： 総務省家計調査

【 １ 世帯当たり 緑茶（ リ ーフ 茶等） 購入金額 】 【 年齢別の茶飲料の消費動向年次比較 】
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資料： 総務省家計調査 資料： 総務省家計調査
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○ １ 世帯当たり の年間購入数量で鹿児島市が平成2 8 年に全国１ 位と なっ たが、 その後、 購入金額と と も に減少。

○ 一方、 茶の主産県であ る 静岡県の静岡市では、 毎月１ 日を 「 お茶に親し む日」 と し て協賛店での特典や、 婚姻届を 提出し た世帯へ急須・ お茶の贈呈、 希望す

る 市民・ 団体への茶器・ 冷茶機の貸し 出し など の取り 組みを 実施し ており 、 １ 世帯あたり の購入数量・ 金額は全国１ 位。

⇒ 県民の「 かご し ま 茶」 の愛飲文化を 醸成し 、 日本一の「 生産地」 だけでなく 「 消費地」 でも 日本一に向け、 県民が一体と なっ た「 かご し ま 茶」 の振興が必要。

Ⅰ－１ －３ 緑茶（ リ ーフ 茶） の購入数量・ 金額（ 都道府県庁所在地及び政令指定都市）

資料： 総務省家計調査

【 １ 世帯当たり の年間購入数量 】
【 １ 世帯当たり の年間購入金額 】

（ ｇ ）
（ 円）

資料： 総務省家計調査
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○ 消費地における 「 かご し ま 茶」 の認知度は約４ 割。

○ 商品選択の際、 3 0 代未満は価格、 4 0 ～5 0 代は品質、 6 0 代以上は安心・ 安全を 特に意識。

○ 「 かご し ま 茶」 の認知度向上にむけて、 全年齢層でメ ディ ア露出の頻度向上、 4 0 代以上ではかご し ま 百円茶屋等のキャ ン ペーン の継続を 希望。

⇒ 効果的な手法で「 かご し ま 茶」 の認知度の更なる 向上を 図り 、 『 選ばれる 銘柄』 の確立が必要。

Ⅰ－１ －４ かご し ま 茶の認知度等（ 消費者ア ン ケ ート 結果）

【 かご し ま 茶の認知度 】 【 商品選択のポイ ン ト 】
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【 認知度向上に必要なこ と 】

資料： 農産園芸課調べ「 かご し ま 百円茶屋等における ア ン ケ ート 調査」 資料： 農産園芸課調べ「 かご し ま 百円茶屋等における ア ン ケ ート 調査」
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○ かご し ま 茶販売協力店指定店は、 全国で3 4 8 店舗が指定。

○ かご し ま 標章茶は、 令和８ 年３ 月末時点で1 8 2 業者5 6 2 銘柄が認定。

かご し ま ブラ ン ド 産品認定銘柄は、 令和８ 年３ 月末時点で9 2 団体2 9 1 銘柄が認定。

○ おいし いお茶の入れ方教室は、 鹿児島県産リ ーフ 茶への関心を 高める と と も に、 家庭内消費の啓発を 目的に小学生やその保護者等を 対象に、

平成2 1 年から 令和７ 年ま で累計3 ,1 3 2 校1 2 0 ,9 5 3 人を 対象に実施。

⇒ かご し ま 茶販売協力店は、 大消費地だけでなく 北海道・ 東北や中国・ 四国など 、 茶の主要生産県以外の消費地にも 普及が必要。

かご し ま 標章茶等によ る 「 かご し ま 茶」 の認知度向上と と も に、 特に品質に特化し た製品は、 海外輸出を 念頭に新たなブラ ン ド の確立が必要。

お茶の入れ方教室は、 消費が少ない若年層を 中心に本県産茶の喫茶習慣の定着に取り 組むと と も に、 「 かご し ま 茶」 の魅力の発信者を 育成する ため、

継続的な取組が必要。

Ⅰ－１ －５ 消費拡大・ 文化振興の取組①

【 かご し ま 茶販売協力店指定店舗数 】

【 「 かご し ま 標章茶」 指定状況の推移 】

かご し ま 茶
シ ン ボルマーク

合 計
九州・
沖縄

四国中国近畿中部関東
北海道
・ 東北

区分

2 2000102 10Ｈ 1 8

1 2 42 3053 195 12Ｈ 2 3

2 2 14 4193 41 71 0 11 5Ｈ 2 8

3 3 64 911 03 11 41 7 45 7Ｒ ３

3 4 84 8183 31 41 8 55 9Ｒ ７

累計
（ H2 1 ～R7 ）

Ｒ ７Ｒ ６Ｒ ５Ｒ ４Ｒ ３区 分

3 ,1 3 21 9 82 1 52 2 82 3 52 2 7実 施 校 数

1 2 0 ,9 5 37 ,6 6 78 ,5 7 79 ,4 6 19 ,7 6 21 0 ,7 1 1児 童 数

【 おいし いお茶の入れ方教室の実施状況 】

Ｒ ８ .３ 月Ｒ ３Ｈ 2 8Ｈ 2 3Ｈ 1 8区 分

1 8 21 7 91 6 18 36 7業 者 数

5 6 25 3 15 0 53 2 92 6 8銘 柄 数

Ｒ ８ .３ 月Ｒ ３Ｈ 2 8Ｈ 2 5区 分

9 29 11 0 06 0団 体 数

2 9 12 8 23 5 22 2 9銘 柄 数

【 かご し ま ブラ ン ド 産品銘柄認定状況の推移 】

講師によ る お茶の入れ方のレ ク チャ ー 児童によ る 入れ方の実習

資料:( 公社)鹿児島県茶業会議所調べ

資料:( 公社)鹿児島県茶業会議所調べ

資料:農政課かご し ま の食輸出・ ブラ ン ド 戦略室調べ

資料:農産園芸課調べ
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Ⅰ－１ －５ 消費拡大・ 文化振興の取組②

○ 荼の消費拡大や文化振興に向けて、 生産者・ 茶商直営によ る カ フ ェ 等の店舗展開、 観光業と 連携し たお茶の入れ方セミ ナーや手摘み・ 手揉みなど のコ ト 体

験の実施、 教育機関によ る お茶を 題材にし た研究プロ ジェ ク ト 、 企業における 教育など が行われている 。

⇒ 県内外の消費者を 魅了する 「 かご し ま 茶」 と の出会いの場を 創出する こ と が必要。

ま た、 教育や企業等の場において「 茶いっ ぺ」 など の消費・ 文化振興の担い手を 育てていく こ と が必要。

茶カ フ ェ 等によ る 消費拡大①

企業における お茶の活用

ホ テ ル宿泊客へのお茶の入れ方セミ ナー

茶カ フ ェ 等によ る 消費拡大② 手摘み・ 手揉み体験

教育機関における お茶のプロ ジ ェ ク ト
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○ 日本の緑茶の輸出量・ 輸出額は年々増加し ており 、 令和６ 年の輸出額は3 6 4 億円と 過去最高を 更新。

○ 本県において も 、 輸出量・ 輸出額と も に増加し て いる が、 日本の輸出量・ 金額に占める シェ ア は、 輸出量が4 3 ％に対し て 輸出額は1 7 ％と な っ ており 、

原料である てん茶など の供給によ る 間接輸出が多い状況。

⇒ 今後は、 最終製品である 抹茶など を 本県から 輸出する こ と によ り 、 付加価値の向上が必要。

Ⅰ－２ －１ 輸出の動向（ 全国・ 本県の輸出実績の推移）

資料： 財務省貿易統計、 農産園芸課調べ

【 輸 出 量 】 【 輸 出 額 】

（ ｔ ）
（ 億円）

資料： 財務省貿易統計、 農産園芸課調べ
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4 ,6 2 8  

5 ,0 3 6  

5 ,3 4 1  

6 ,9 2 7  

1 ,9 7 7  
2 ,1 6 8  

2 ,2 4 4  

2 ,3 2 2  

2 ,3 0 5  

2 ,4 7 8  

3 ,0 0 7  

2 ,2 1 8  

2 ,4 4 9  

2 ,8 1 2  

3 ,0 9 3  

3 ,0 0 5  
2 ,8 6 7  

3 ,0 6 9  
3 ,3 0 4  

3 ,4 9 4  

3 ,8 5 1  

4 ,1 3 5  

5 ,7 1 6  

0

1 ,0 0 0

2 ,0 0 0

3 ,0 0 0

4 ,0 0 0

5 ,0 0 0

6 ,0 0 0

7 ,0 0 0

H2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 R元 2 3 4 5 6 7

粉末状

その他（ リ ーフ 茶）

平均

○ １ kg 当たり の輸出価格は、 年々上昇し ており 令和７ 年は令和元年比で1 .7 倍。

○ ま た、 抹茶を 含む粉末状の茶は、 その他緑茶（ リ ーフ 茶） の2 .3 倍。

○ 主な輸出先別の価格においては、 欧米の価格が高い一方、 東アジア・ AS EANは平均よ り も 低い状況。

○ なお、 粉末状のお茶は、 令和６ 年から ７ 年にかけて、 Ｅ Ｕ ・ 英国やＡ Ｓ Ｅ Ａ Ｎ の伸びが顕著。

Ⅰ－２ －２ 輸出の動向（ 輸出価格の推移）

資料： 財務省貿易統計

【 輸出価格の推移 】 【 主な輸出先の価格の推移（ 粉末状） 】

（ 円/kg ）

4 ,6 6 4  

6 ,7 7 8  

3 ,8 3 7  

5 ,2 1 6  

5 ,8 3 5  

8 ,7 6 5  

2 ,9 5 6  

5 ,0 3 2  
4 ,4 1 1  

6 ,9 2 7  

0

2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

6 ,0 0 0

8 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

R3 R4 R5 R6 R7

米国 台湾

EU・ 英国 AS EAN

世界平均

4 ,3 1 5  

5 ,7 6 2  

8 7 7  

1 ,1 2 8  

2 ,8 5 4  

4 ,2 6 0  

2 ,0 8 7  

2 ,2 1 2  2 ,2 4 4  

3 ,0 0 7  

0

1 ,0 0 0

2 ,0 0 0

3 ,0 0 0

4 ,0 0 0

5 ,0 0 0

6 ,0 0 0

R3 R4 R5 R6 R7

米国 台湾

EU・ 英国 AS EAN

世界平均

【 主な輸出先の価格の推移（ リ ーフ 茶） 】

（ 円/kg ）（ 円/kg ）

資料： 財務省貿易統計 資料： 財務省貿易統計 8



○ 令和７ 年における 国の輸出先（ 量） は、 米国が約４ 割、 AS EANが２ 割、 Ｅ Ｕ が約２ 割。

形態別では、 粉末状のお茶の約４ 割が米国、 その他緑茶（ リ ーフ 茶） の約４ 割が台湾。

○ 県の輸出先の約９ 割は米国。 ま た、 抹茶・ てん茶の割合が約７ 割、 有機栽培茶の割合が約４ 割。

⇒ 輸出先別の価格も 加味する と 、 価格が高く 輸出量の多い欧米を 念頭にし つつ、 価格や輸出量が伸びている AS EANを 含め、 自社の品質や原価を 考慮し て バ

ラ ン ス を と り ながら 輸出する こ と が必要。

Ⅰ－２ －３ 輸出の動向（ 国・ 地域別の輸出実績）

【 国輸出量全体（ 1 2 ,6 1 1 ｔ ） 】 【 う ち粉末状の茶（ 8 ,7 1 8 ｔ ） 】

資料： 財務省貿易統計 資料： 財務省貿易統計 資料： 財務省貿易統計

【 う ちその他緑茶（ リ ーフ 茶） 3 ,8 9 4 ｔ 】

9

8 6 %

2 % 9 %

2 %

米国

Ｅ Ｕ

台湾

その他

【 輸出量全体（ 3 ,7 7 4 ｔ ） 】

国
（
Ｒ
7
）

鹿
児
島
（
Ｒ
6
）

【 輸出額全体（ 6 3 .4 億円） 】

8 7 %

7 %

3 %

3 %

米国

Ｅ Ｕ

台湾

その他

【 輸出額のう ち抹茶・ てん茶】

6 9 %

3 1 %
抹茶・

碾茶

その他
4 3 %

5 7 %

有機栽培茶

その他

【 輸出額のう ち有機栽培茶】

資料： 農産園芸課調べ 資料： 農産園芸課調べ 資料： 農産園芸課調べ 資料： 農産園芸課調べ



3 ,5 4 1  

1 ,4 0 0  

5 7 0  

2 8 2  

7 5  
6 0 8  

中国

イ ン ド

ケ ニア

ベト ナム

ト ルコ

ス リ ラ ン カ

イ ン ド ネシア

バン グ ラ デシュ

ウ ガン ダ

日本

その他

○ 中国貴州省銅仁市では「 中国抹茶の都」 の確立を 目指し て官民一体と なり 増産に取り 組んでいる 。

ま た、 世界的需要の拡大に合わせて台湾やベト ナム 、 ケニア、 イ ン ド など でも 生産が行われており 、 今後の国際競争が懸念。

⇒ 生産・ 流通量や価格については他国に優位性が見込ま れる 。

一方、 現在のと こ ろ 品質面では日本産抹茶の優位性がある こ と から 、 希少性や高品質に訴求し たブラ ン ド 戦略が必要。

ま た、 中長期的視点に立ち、 他国産の品質が日本産に追いついた際に優位性を 保つ戦略が必要であ り 、 地理（ 日本産、 鹿児島県産） 的特性について 、 ス

ト ーリ ー性を 持っ て訴求し ていく こ と が重要。

なお、 地理的特性については、 「 かご し ま 茶」 と 併せて、 日本茶業中央会が申請し ている 地理的表示（ GI） 保護制度の「 日本茶」 を 明記し て、 知的財産

の保護が必要。

Ⅰ－２ －４ 輸出の動向（ 海外産抹茶の脅威への対応）

貴州省銅仁市区 分

約1 3 ,0 0 0 ha約5 ,3 0 0 ha抹 茶 茶 園

8 ,0 0 0 ｔ2 ,0 0 0 ｔ抹 茶 生 産 量

8 0 億元1 7 億元抹 茶 生 産 額

【 中国における 抹茶増産計画 】
【 ナショ ナルＧ Ｉ 「 日本茶」 】

【 世界の茶の生産量（ 令和５ 年・ 7 ,2 9 8 千ｔ ） 】

Ｇ Ｉ マーク

日本茶業中央会
記者発表

１ GI制度概要
Ｇ Ｉ 保護制度は、 地域なら ではの自然的、 人文的、 社会的な要因・ 環境の中で長年育ま

れてき た品質、 社会的評価等の特性を 有する 産品の名称を 、 地域財産と し て保護。
海外（ 現状Ｅ Ｕ ・ 英国） と の相互保護や模倣品対策の充実によ り 、 海外において も 保護。

２ 日本茶Ｇ Ｉ の対象
（ １ ） 日本国内においてチャ の樹を 栽培管理し て収穫し た生葉を 使用し 、 国内で加工し

た荒茶。
ま た、 国内で加工し た荒茶を 国内で仕上げて製造し た仕上げ茶を 対象。

（ ２ ） Ｇ Ｉ マーク の貼付の対象と する 「 日本茶」 と は、 茶種は不発酵茶と し 、 国内茶葉
のみを 国内で加工・ 袋詰めま で完了し たも の。

（ ３ ） 「 日本茶使用」 と は、 日本茶のみを 使用し て加工等を 行っ た茶飲料、 固形茶、 イ ン
ス タ ン ト テ ィ ー、 玄米茶、 混合茶及び日本茶のみを 原料と し た 日本茶入り 混合製品。

（ ４ ） 「 日本茶」 の表示やＧ Ｉ マーク の使用は、 日本茶業中央会の会員（ 全茶連や全生連
等） 及びその傘下会員であ る 構成員が生産し た日本茶のみ可能と なる 。 なお、 生産
者団体が追加登録さ れた場合は、 その限り ではない。

３ 今後の対応
令和８ 年６ 月1 1 日ま での申請書縦覧・ 意見書提出期間、 学識経験者から の意見聴取を

経て、 登録の公示と なる （ 時期未定） 。
1 0

資料： FAO S TAT 「 Crop s a nd live s tock p roducts」

（ 4 9 ％）

（ 1 9 ％）

（ 8 ％）

（ ４ ％）

（ １ ％）
（ ８ ％）



○ 平成2 7 年に「 かご し ま 茶輸出対策実施本部」 を 設置し 、 「 かご し ま 茶」 の海外への情報発信・ 販路開拓や米国・ Ｅ Ｕ ・ 台湾向けの輸出に対応し た「 かご

し ま 茶輸出サプラ イ チェ ーン 」 を 構築し 、 県内1 4 9 工場、 6 5 7 ha が登録（ 令和７ 年1 0 月末現在） 。

○ 県では、 こ れま で販路開拓に取り 組む茶商等への支援や、 欧米の国際見本市への出展、 海外現地デス ク の設置、 在外大使館と 連携し たレ セプショ ン 、 ク

ルーズ船の訪日客に対する PRなど を 実施。

⇒ 今後、 更なる 輸出拡大に向けては、 生産・ 流通体制の更なる 強化や、 茶商・ 生産者の販路開拓支援等によ り 販売力向上が必要。

Ⅰ－２ －５ かご し ま 茶の輸出への取組（ かご し ま 茶輸出サプラ イ チェ ーン 、 販路開拓支援）

【 かご し ま 茶輸出サプラ イ チェ ーン フ ロ ー図 】 【 販 路 開 拓 の 取 組 】

国際見本市への出展販路拡大に取り 組む茶商支援

在外大使館( UAE) でのレ セプシ ョ ン ク ルーズ 船訪日客Ｐ Ｒ 1 1



○ 本県の流通形態と し ては、 3 9 ％が鹿児島県茶市場、 5 7 ％が相対取引・ 契約取引、 4 ％が自家小売。

○ ま た、 県内仕上げ率が2 7 ％、 荒茶と し て出荷さ れる 移出率が7 3 ％。

○ なお、 本県の仕上げ茶出荷額は、 静岡県の1 /1 3 と なる 9 9 億円であり 、 京都府、 愛知県に次ぐ 第４ 位。

⇒ 仕上げ茶出荷量・ 出荷額の向上によ り 県内での付加価値額を 向上し 、 原料供給県と し ての立ち位置から の脱却が必要。

Ⅰ－２ －６ かご し ま 茶の流通（ 「 かご し ま 茶」 の流通の流れ、 仕上げ茶出荷額・ 量）

【 かご し ま 茶の流通の流れ 】

本県比
参考単価

①/②
（ 円/kg ）

都道府県本県比シ ェ ア
出荷量②
（ ｔ ）

都道府県順位本県比シ ェ ア
出荷額①

（ 百万円）
都道府県順位

1 0 6 %2 ,3 0 1静 岡 県1 2 3 6 %5 2 %5 6 ,3 5 9静 岡 県１ 位1 3 0 9 %5 5 %1 2 9 ,7 0 9静 岡 県１ 位

1 3 7 %2 ,9 8 0京 都 府2 3 6 %1 0 %1 0 ,7 6 6京 都 府２ 位3 2 4 %1 4 %3 2 ,0 8 2京 都 府２ 位

1 8 7 %4 ,0 5 5愛 知 県1 0 0 %4 %4 ,5 5 9鹿児島県３ 位1 4 3 %6 %1 4 ,1 9 4愛 知 県３ 位

1 0 0 %2 ,1 7 3鹿児島県9 2 %4 %4 ,2 0 9福 岡 県４ 位1 0 0 %4 %9 ,9 0 7鹿児島県４ 位

1 0 1 %2 ,1 8 6福 岡 県7 7 ％3 ％3 ,5 0 0愛 知 県５ 位9 3 %4 %9 ,2 0 1福 岡 県５ 位

1 0 0 %1 0 7 ,4 4 8全国1 0 0 %2 3 7 ,2 2 4全国

【 県別仕上げ茶出荷額・ 出荷量 】

資料： 経済産業省経済構造実態調査

1 2



1 1 %

2 6 %

1 6 %

2 %

4 5 %

直接輸出 県内茶商経由 県外茶商経由 縮小 輸出意向な し

○ 令和８ 年３ 月に実施し た茶業経営アン ケート によ る と 、 茶市場の意向は現状維持、 茶市場を 含む相対取引の拡大の意向。

○ 輸出については、 直接輸出や県内茶商経由によ る 流通形態を 中心に取り 組んでいく 意向。

⇒ 流通の約４ 割を 占める 茶市場の機能強化を 図る と と も に、 相対取引への対応や直接輸出・ 県内茶商から の輸出に向けた流通・ 販路開拓支援が必要。

Ⅰ－２ －７ 茶業経営ア ン ケ ート 調査結果（ Ｒ 8 .3 ） ※流通動向関連

【 茶市場入札取引の意向 】 【 茶市場相対取引の意向 】 【 県内茶商相対取引の意向 】 【 県外茶商相対取引の意向 】

6 %

7 3 %

6 %

1 4 %

拡大 現状維持 縮小 活用し ない

1 2 %

5 6 %
2 %

3 0 %

拡大 現状維持 縮小 活用し ない

1 8 %

5 5 %

3 %

2 4 %

拡大 現状維持 縮小 活用し ない

1 4 %

4 1 %

2 %

3 8 %

拡大 現状維持 縮小 活用し ない

【 輸出の流通形態（ 現状） 】 【 輸出の流通形態（ 今後） 】

6 %

1 7 %

1 3 %6 4 %

直接輸出 県内茶商経由 県外茶商経由 輸出な し 1 3



8  9  8  8  8  8  8  

2 0  1 9  
1 5  1 4  1 3  1 3  1 2  

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

H1 8 2 3 Ｒ 3 4 5 6 7

鹿児島県 静岡県 三重県 京都府 その他

4 9
4 6

3 8
3 7 3 6 3 5

3 3

2 6 5  2 4 5  2 6 5  2 3 9  2 4 1  

5 7 6  

4 1 2  
3 0 5  

2 6 8  2 1 4  

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 ,0 0 0

1 ,2 0 0

1 ,4 0 0

H1 8 H2 3 H2 8 R3 R6

鹿児島県 静岡県 その他

資料： 農林水産省「 生産農業所得統計」

【 茶の産出額の推移 】
【 茶栽培面積の推移 】

（ 億円）
（ 千ha ）

1 ,2 9 0

9 6 0

7 8 3 7 6 3

1 ,0 6 6

資料： 農林水産省「 作物統計」

○ 全国や静岡県の茶の産出額が大き く 減少する 中、 本県の産出額は維持し ており 、 令和６ 年の産出額は2 4 1 億円と 全国１ 位。

○ 令和７ 年における 本県の茶栽培面積は、 8 ,0 4 0 ha であり 静岡県（ 1 1 ,6 0 0 ha ） に次ぐ 全国２ 位。

全国及び静岡県の栽培面積が減少する 中、 本県では、 平坦茶園率が高く 、 乗用型摘採機など の機械化作業体系の確立等によ り 栽培面積を 維持。

Ⅰ－３ －１ 農業産出額の推移、 茶栽培面積の推移

1 0 a 当た り 労働時間※３乗用型摘採機
導入面積率

※２

平 坦
茶園率
※１

区 分
家族労
働時間

ほ場労
働時間

6 3 .0 ｈ7 8 .2 ｈ9 8 .1 %9 9 .6 %本 県

1 0 8 .4 ｈ1 2 2 .0 ｈ8 7 .5 %3 6 .5 %静岡県

－－7 0 .2 %5 2 .3 %全 国

資料： 令和７ 年度版茶関係資料（ 公益社団法人日本茶業中央会）
※1 ： H2 0 、 ※２ ： R6 、 ※３ :H1 5

【 乗用型摘採機導入面積率 】

乗用型管理機械によ る 効率的茶生産

1 4



0 .8

1 .2
1 .4

1 .1

1 .5 1 .6

2 .1

3 .3

3 .6

0

0 .5

1

1 .5

2

2 .5

3

3 .5

4

H1 7 H2 7 R2

静岡 京都 鹿児島（ ha ）

1 .5 1 .4 1 .6

3 .6

9 .9

8 .1
7 .5

1 5 .4

0 .0

2 .0

4 .0

6 .0

8 .0

1 0 .0

1 2 .0

1 4 .0

1 6 .0

1 8 .0

全国 静岡 京都 鹿児島

個人経営体
その他（ 法人等）

○ １ 戸当たり の栽培面積は3 .6 ha と 他県の約２ 倍であり 、 法人経営体等の経営面積は、 個人経営体の約４ 倍。

○ 摘採や被覆、 施肥、 除草、 防除によ る 労働時間割合が大き い。 摘採・ 防除など 機械導入が普及し ている 作業がある 一方、 被覆や除草作業は普及率が低い。

⇒ 今後、 高齢化等に伴う 生産者の減少など によ り 、 １ 戸当たり の栽培面積が増加する こ と が見込ま れる 中、 よ り 効率的で生産性の高い茶業経営が必要。

特に、 被覆機械や除草機械、 ス マート 農業機械等の開発・ 導入、 農地の集積・ 集約化、 ほ場の大区画化など 農業構造の転換が必要。

Ⅰ－３ －２ 経営規模、 ほ場管理作業別労働時間

資料： 農林水産省「 農業セン サス 」

【 農家１ 戸当たり の栽培面積の推移 】 【 １ 経営体当たり の栽培面積（ R2 ） 】

（ ha ）

資料： 農林水産省「 農業セン サス 」

摘採・ 整枝

1 8 %

被覆

1 8 %

施肥等

1 7 %

防除

1 4 %

除草

1 0 %

すそ刈り

7 %

運搬

7 %

堆肥散布

5 %

防霜

4 %

【 ほ場管理作業別労働時間割合 】

資料： 農産園芸課調べ

畝間除草機ロ ボッ ト 摘採機

【 生産性向上に資する 機械例 】
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○ 本県の茶樹の約４ 割が樹齢3 1 年以上の老齢茶園であり 、 収量や品質の低下が懸念。

○ 本県における 品種は、 全国や静岡で多い「 やぶき た」 から 被覆適性のある 「 さ えみど り 」 に転換が進展（ てん茶転換に適性） 。

ま た、 早生・ 中生品種を 中心に分散的な構成であり 、 効率的に茶工場を 運営（ 経営規模拡大に寄与） 。

○ 県は、 令和２ 年に農研機構と 連携協定を 締結し 、 病害に強く 多収で、 製茶品質に優れる 「 せいめい」 の産地化に取り 組んでいる 。

⇒ 今後も 、 有機栽培に適する 病害虫抵抗性品種やてん茶に適する 被覆適性品種など の優良品種の開発や計画的な改植によ り 生産性の向上が必要。

Ⅰ－３ －３ 老齢茶園割合、 品種構成

資料： 農産園芸課調べ

【 老齢茶園（ 3 1 年以上） 割合 】 【 品種構成割合 】

3 1 年

以上

2 1 ～

3 0 年

1 1 ～

2 0 年
～1 0 年未成園年度

3 2 ％2 3 ％2 4 ％1 5 ％6 ％Ｈ 2 3

3 8 ％2 0 ％2 5 ％1 0 ％7 ％Ｈ 2 8

3 9 ％2 4 ％2 1 ％1 1 ％4 ％Ｒ ３

3 7 ％2 6 ％2 2 ％9 ％5 ％Ｒ ７

その他
晩生品種中生品種早生品種

年度 おく
みど り

あ さ つゆやぶき た
ゆたか
みど り

さ え
みど り

1 7 ％4 ％5 ％4 2 ％2 7 ％5 ％Ｈ 1 7

本
県
推
移

1 8 ％4 ％5 ％3 7 ％2 8 ％8 ％Ｈ 2 3

1 7 ％5 ％5 ％3 5 ％2 7 ％1 1 ％Ｈ 2 8

1 6 ％5 ％6 ％3 2 ％2 7 ％1 4 ％Ｒ ３

2 1 ％5 ％5 ％2 8 ％2 5 ％1 6 ％Ｒ ７

1 9 ％4 ％…6 4 ％7 ％6 ％全国( R6 )

1 0 ％1 ％…8 8 ％0 ％1 ％静岡県( R6 )

3 4 ％1 2 ％…5 3 ％…1 ％京都府( R6 )

資料： 農産園芸課調べ、 農林水産省調べ

【 茶品種「 せいめい」 】
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○ 全国や静岡県の生産量が減少する 中、 本県は生産量を 維持拡大し 、 令和６ 年の荒茶生産量は、 初めて日本一（ 約2 .7 万ト ン ） と なっ た。

○ ド リ ン ク 原料需要等の影響も あり 、 年間生産量に占める 四番茶・ 秋冬番茶の割合が、 全国・ 本県と も に上昇。

ま た、 本県は、 温暖な気候を 生かし て四番茶ま で収穫可能な地域も あり 、 特に、 三番茶の生産量は全国シェ アの約８ 割。

Ⅰ－３ －４ 生産量（ 通期） 、 茶期別生産量

【 荒茶生産量の推移 】 【 茶期別生産量の推移 】

2 3  2 4  2 5  2 7  2 7  2 6  2 7  3 0  

4 0  
3 4  3 1  3 0  2 9  2 7  2 6  

2 4  

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

H1 8 2 3 2 8 R3 4 5 6 7

鹿児島県 静岡県 三重県 京都府 その他

9 2

8 2
8 0

7 8 7 7
7 5 7 4 7 5

資料： 農林水産省「 作物統計」

（ 千ｔ ）

全国
シ ェ ア

R6R3H2 8H2 3H1 8
区分

鹿

児

島

県

割合生産量割合生産量割合生産量割合生産量割合生産量

2 9 %3 1 %8 ,4 5 0 ｔ3 0 %7 ,9 5 0 ｔ3 0 %7 ,4 4 0 ｔ3 1 %7 ,4 4 0 ｔ3 2 %7 ,4 5 0 ｔ一番茶

3 6 %2 4 %6 ,4 7 0 ｔ2 4 %6 ,2 8 0 ｔ2 5 %6 ,2 5 0 ｔ2 7 %6 ,5 2 0 ｔ2 9 %6 ,8 6 0 ｔ二番茶

8 1 %1 6 %4 ,2 4 0 ｔ1 9 %4 ,9 3 0 ｔ1 8 %4 ,5 4 0 ｔ2 0 %4 ,8 0 0 ｔ2 1 %4 ,9 4 0 ｔ三番茶

3 6 %2 9 %7 ,8 2 0 ｔ2 8 %7 ,3 6 0 ｔ2 6 %6 ,3 6 0 ｔ2 1 %5 ,0 3 2 ｔ1 7 %4 ,0 8 0 ｔ四番・ 秋冬番茶

3 7 %1 0 0 %2 6 ,9 8 0 ｔ1 0 0 %2 6 ,5 2 0 ｔ1 0 0 %2 4 ,5 9 0 ｔ1 0 0 %2 3 ,7 9 2 ｔ1 0 0 %2 3 ,3 3 0 ｔ合 計

全国
シ ェ ア

R6R3H2 8H2 3H1 8
区分

静

岡

県

割合生産量割合生産量割合生産量割合生産量割合生産量

3 5 %3 9 %1 0 ,0 0 0 ｔ3 3 %9 ,6 8 0 ｔ3 9 %1 2 ,1 0 0 ｔ4 3 %1 4 ,5 0 0 ｔ4 5 %1 7 ,9 0 0 ｔ一番茶

3 7 %2 5 %6 ,5 0 0 ｔ3 0 %9 ,0 3 0 ｔ2 5 %7 ,7 4 0 ｔ2 9 %9 ,8 8 0 ｔ3 1 %1 2 ,5 0 0 ｔ二番茶

9 %2 %4 5 0 ｔ2 %5 4 0 ｔ3 %9 5 0 ｔ1 %3 9 0 ｔ2 %8 7 5 ｔ三番茶

4 1 %3 4 %8 ,8 5 0 ｔ3 5 %1 0 ,4 5 0 ｔ3 2 %9 ,9 0 1 ｔ2 6 %8 ,7 6 0 ｔ2 2 %8 ,6 9 3 ｔ四番・ 秋冬番茶

3 5 %1 0 0 %2 5 ,8 0 0 ｔ1 0 0 %2 9 ,7 0 0 ｔ1 0 0 %3 0 ,6 9 1 ｔ1 0 0 %3 3 ,5 3 0 ｔ1 0 0 %3 9 ,9 6 8 ｔ合 計

全国
シ ェ ア

R6R3H2 8H2 3H1 8
区分

京

都

府

割合生産量割合生産量割合生産量割合生産量割合生産量

7 %4 9 %2 ,0 2 5 ｔ4 9 %1 ,1 3 1 ｔ5 3 %1 ,6 0 3 ｔ5 5 %1 ,4 3 2 ｔ5 9 %1 ,6 7 0 ｔ一番茶

4 %1 9 %7 6 6 ｔ1 7 %3 9 3 ｔ2 2 %6 5 5 ｔ2 5 %6 4 7 ｔ3 1 %8 8 2 ｔ二番茶

0 %0 %0 ｔ0 %0 ｔ0 %0 ｔ0 %0 ｔ0 %0 ｔ三番茶

6 %3 2 %1 ,3 3 0 ｔ3 4 %7 9 0 ｔ2 5 %7 4 7 ｔ2 1 %5 4 2 ｔ1 0 %2 6 8 ｔ四番・ 秋冬番茶

6 %1 0 0 %4 ,1 2 1 ｔ1 0 0 %2 ,3 1 4 ｔ1 0 0 %3 ,0 0 5 ｔ1 0 0 %2 ,6 2 1 ｔ1 0 0 %2 ,8 2 0 ｔ合 計

R6R3H2 8H2 3H1 8
区分

全

国

割合生産量割合生産量割合生産量割合生産量割合生産量

3 9 %2 8 ,7 0 8 ｔ3 5 %2 6 ,2 9 8 ｔ4 0 %3 1 ,3 5 7 ｔ4 2 %3 4 ,0 1 3 ｔ4 5 %3 9 ,9 6 4 ｔ一番茶

2 4 %1 7 ,8 0 7 ｔ2 7 %2 0 ,4 8 0 ｔ2 6 %2 0 ,2 4 0 ｔ2 9 %2 3 ,8 1 4 ｔ3 1 %2 7 ,5 2 8 ｔ二番茶

7 %5 ,2 1 8 ｔ8 %6 ,0 8 2 ｔ8 %6 ,3 0 4 ｔ7 %6 ,1 0 4 ｔ8 %6 ,9 4 1 ｔ三番茶

2 9 %2 1 ,5 1 8 ｔ3 0 %2 2 ,1 4 1 ｔ2 6 %2 0 ,4 5 7 ｔ2 2 %1 7 ,7 6 8 ｔ1 7 %1 4 ,7 5 0 ｔ四番・ 秋冬番茶

1 0 0 %7 3 ,2 5 1 ｔ1 0 0 %7 5 ,0 0 1 ｔ1 0 0 %7 8 ,3 5 8 ｔ1 0 0 %8 1 ,6 9 9 ｔ1 0 0 %8 9 ,1 8 3 ｔ合 計

資料： （ 公社） 日本茶業中央会「 茶関係資料」
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○ 本県では、 ド リ ン ク 原料と なる 番茶や、 需要が高い抹茶の原料と なる てん茶の生産量が増加する 一方、 県内生産量に占める せん茶の割合が減少。

○ てん茶や紅茶の生産量は「 日本一」 。

○ せん茶や玉露の価格が低迷する 一方、 ド リ ン ク 原料と なる 番茶は底堅い価格であ る ほか、 抹茶の原料と なる てん茶は、 生産量が増加する 中においても 単価が上昇。

⇒ 需要の変化に応じ た茶種の生産、 転換が必要。

Ⅰ－３ －５ 茶種別生産量、 価格の推移

【 茶種別生産量の推移 】

【 茶種別価格の推移 】

1 ,7 2 5  

1 ,1 9 7  

3 ,8 8 1  

3 ,2 7 8  

6 ,9 2 5  

2 ,6 3 7  

3 6 1  
3 9 7  

0

1 ,0 0 0

2 ,0 0 0

3 ,0 0 0

4 ,0 0 0

5 ,0 0 0

6 ,0 0 0

7 ,0 0 0

8 ,0 0 0

H1 8 H2 3 H2 8 R3 R4 R5 R6

せん茶 て ん茶

玉露 番茶

（ 円/kg ）

合計その他

紅茶番茶玉露てん茶せん茶

区分
鹿

児

島

県

シェ ア
生産量

シェ ア
生産量

シェ ア
生産量

シェ ア
生産量

シェ ア
生産量

全国県全国県全国県全国県全国県

2 3 ,3 0 0 ｔ7 6 0 ｔ………3 0 %2 0 %4 ,7 4 0 ｔ0 %0 %0 ｔ0 %0 %0 ｔ2 8 %7 6 %1 7 ,8 0 0 ｔH1 8

2 3 ,8 0 0 ｔ3 8 2 ｔ3 3 %0 %8 ｔ3 3 %2 8 %6 ,6 1 0 ｔ0 %0 %0 ｔ0 %0 %0 ｔ3 2 %7 1 %1 6 ,8 0 0 ｔH2 3

2 4 ,6 0 0 ｔ5 9 1 ｔ6 1 %1 %1 4 9 ｔ3 7 %3 3 %8 ,0 6 0 ｔ0 %0 %0 ｔ0 %0 %0 ｔ3 5 %6 4 %1 5 ,8 0 0 ｔH2 8

2 6 ,5 0 0 ｔ7 0 1 ｔ8 9 %1 %3 3 2 ｔ3 7 %3 3 %8 ,6 5 3 ｔ1 %0 %3 ｔ3 1 %4 %1 ,0 0 7 ｔ3 9 %6 0 %1 5 ,8 0 4 ｔR3

2 7 ,0 0 0 ｔ1 ,5 4 9 ｔ6 4 %1 %1 8 6 ｔ3 9 %3 1 %8 ,4 1 0 ｔ1 %0 %5 ｔ4 0 %8 %2 ,1 5 0 ｔ4 0 %5 4 %1 4 ,7 0 0 ｔR6

合計その他

紅茶番茶玉露てん茶せん茶

区分

静

岡

県

シェ ア
生産量

シェ ア
生産量

シェ ア
生産量

シェ ア
生産量

シェ ア
生産量

全国県全国県全国県全国県全国県

4 0 ,0 0 0 ｔ9 5 6 ｔ………5 1 %2 0 %8 ,0 5 0 ｔ5 %0 %1 1 ｔ1 3 %0 %1 8 3 ｔ4 8 %7 7 %3 0 ,8 0 0 ｔH1 8

3 3 ,5 0 0 ｔ6 0 4 ｔ0 %0 %0 ｔ4 7 %2 8 %9 ,2 8 3 ｔ4 %0 %1 0 ｔ………4 5 %7 0 %2 3 ,6 0 3 ｔH2 3

3 0 ,7 0 0 ｔ9 2 6 ｔ2 1 %0 %5 0 ｔ4 5 %3 2 %9 ,7 4 0 ｔ5 %0 %1 3 ｔ1 8 %2 %4 7 1 ｔ4 3 %6 4 %1 9 ,5 0 0 ｔH2 8

2 9 ,7 0 0 ｔ2 5 0 ｔ2 %0 %6 ｔ4 8 %3 8 %1 1 ,2 8 2 ｔ2 %0 %9 ｔ1 4 %1 %4 4 2 ｔ4 3 %6 0 %1 7 ,7 1 1 ｔR3

2 5 ,8 0 0 ｔ2 8 7 ｔ2 3 %0 %6 6 ｔ4 5 %3 7 %9 ,6 2 2 ｔ1 %0 %5 ｔ1 1 %2 %6 1 1 ｔ4 2 %5 9 %1 5 ,2 0 9 ｔR6

合計その他

紅茶番茶玉露てん茶せん茶

区分

京

都

府

シェ ア
生産量

シェ ア
生産量

シェ ア
生産量

シェ ア
生産量

シェ ア
生産量

全国県全国県全国県全国県全国県

2 ,8 2 0 ｔ4 2 1 ｔ………3 %1 8 %5 1 7 ｔ5 1 %4 %1 1 1 ｔ4 7 %2 3 %6 6 0 ｔ2 %3 9 %1 ,1 1 1 ｔH1 8

2 ,6 2 1 ｔ3 6 5 ｔ0 %0 %0 ｔ3 %2 6 %6 8 7 ｔ5 6 %5 %1 3 3 ｔ5 2 %2 3 %6 0 4 ｔ2 %3 2 %8 3 2 ｔH2 3

3 ,0 0 4 ｔ2 9 9 ｔ0 %0 %0 ｔ5 %3 2 %9 7 5 ｔ6 1 %5 %1 5 6 ｔ4 2 %3 6 %1 ,0 7 2 ｔ1 %1 7 %5 0 2 ｔH2 8

2 ,3 1 4 ｔ2 3 6 ｔ0 %0 %0 ｔ4 %4 1 %9 5 0 ｔ2 0 %5 %1 1 0 ｔ2 2 %3 1 %7 1 0 ｔ1 %1 3 %3 0 8 ｔR3

4 ,1 2 0 ｔ1 ,7 8 7 ｔ0 %0 %0 ｔ4 %2 2 %9 1 4 ｔ1 4 %2 %1 0 1 ｔ2 0 %2 6 %1 ,0 6 8 ｔ1 %6 %2 5 0 ｔR6

合計その他
紅茶番茶玉露てん茶せん茶

区分

全

国

シェ ア生産量シェ ア生産量シェ ア生産量シェ ア生産量シェ ア生産量

8 9 ,1 8 2 ｔ7 ,8 7 5 ｔ……1 8 %1 5 ,7 2 4 ｔ0 %2 1 7 ｔ2 %1 ,3 9 2 ｔ7 2 %6 3 ,9 7 4 ｔH1 8

8 1 ,6 7 7 ｔ8 ,1 3 1 ｔ0 %2 4 ｔ2 4 %1 9 ,7 6 7 ｔ0 %2 3 9 ｔ1 %1 ,1 6 1 ｔ6 4 %5 2 ,3 5 5 ｔH2 3

7 8 ,4 0 0 ｔ8 ,6 3 2 ｔ0 %2 4 3 ｔ2 7 %2 1 ,5 0 0 ｔ0 %2 5 7 ｔ3 %2 ,5 7 1 ｔ5 8 %4 5 ,1 9 7 ｔH2 8

7 4 ,9 9 6 ｔ6 ,5 0 1 ｔ0 %3 7 4 ｔ3 1 %2 3 ,5 5 5 ｔ1 %5 4 5 ｔ4 %3 ,2 1 1 ｔ5 4 %4 0 ,8 1 0 ｔR3

7 3 ,2 8 9 ｔ8 ,9 5 0 ｔ0 %2 8 9 ｔ2 9 %2 1 ,4 9 5 ｔ1 %7 0 8 ｔ7 %5 ,3 3 6 ｔ5 0 %3 6 ,5 1 1 ｔR6

資料： （ 公社） 日本茶業中央会「 茶関係資料」
資料： （ 公社） 日本茶業中央会「 茶関係資料」 1 8



○ 一番茶の単価は、 京都府以外の主要生産県と 比較し て同等程度。

○ 一方、 単収や栽培面積が大き いこ と など から 、 １ 経営体当たり の販売額は京都府など 他県よ り も 大き い。

○ 二番茶以降についても 、 近年は京都府以外の主要生産県と 比較し て価格が高い。

Ⅰ－３ －６ 荒茶（ 普通せん茶） 価格の推移

○ 一番茶

R6R3H2 8H2 3H1 8
区分

本県比単価本県比単価本県比単価本県比単価本県比単価

9 6 %1 ,7 4 51 3 2 %2 ,1 3 79 8 %2 ,1 1 61 0 1 %2 ,5 1 61 0 1 %2 ,7 4 5静岡県

6 0 %1 ,1 0 41 0 2 %1 ,6 5 36 1 %1 ,3 2 76 5 %1 ,6 1 56 9 %1 ,8 7 0三重県

1 8 6 %3 ,4 0 71 7 9 %2 ,8 9 91 4 0 %3 ,0 2 61 1 9 %2 ,9 4 61 2 8 %3 ,4 8 7京都府

ー1 ,8 2 7ー1 ,6 2 0ー2 ,1 6 8ー2 ,4 8 1ー2 ,7 2 0鹿児島県

9 9 %1 ,8 0 01 2 6 %2 ,0 3 79 8 %2 ,1 2 99 8 %2 ,4 3 89 7 %2 ,6 2 6全国平均

R6R3H2 8H2 3H1 8
区分

本県比単価本県比単価本県比単価本県比単価本県比単価

7 9 %5 7 48 7 %7 8 78 6 %7 0 77 2 %7 2 39 0 %9 2 6静岡県

7 3 %5 3 26 7 %6 0 57 6 %6 2 36 3 %6 4 08 7 %8 9 0三重県

1 6 0 %1 ,1 6 69 8 %8 8 61 3 0 %1 ,0 6 71 2 0 %1 ,2 1 01 2 2 %1 ,2 5 5京都府

ー7 3 1ー9 0 0ー8 1 9ー1 ,0 1 0ー1 ,0 2 7鹿児島県

9 0 %6 5 79 2 %8 2 49 3 %7 6 48 4 %8 4 49 3 %9 6 0全国平均

R6R3H2 8H2 3H1 8
区分

本県比単価本県比単価本県比単価本県比単価本県比単価

8 2 %3 5 59 9 %3 0 61 1 0 %3 2 51 0 3 %2 9 61 1 2 %3 2 1静岡県

7 8 %3 3 61 0 5 %3 2 59 9 %2 9 37 8 %2 2 51 2 6 %3 6 0三重県

……1 9 8 %6 1 32 0 1 %5 9 31 2 3 %3 5 41 2 9 %3 6 8京都府

ー4 3 1ー3 0 9ー2 9 5ー2 8 8ー2 8 6鹿児島県

8 9 %3 8 41 0 4 %3 2 21 1 2 %3 2 91 0 1 %2 9 11 1 0 %3 1 6全国平均

資料： （ 公社） 日本茶業中央会「 茶関係資料」 資料： （ 公社） 日本茶業中央会「 茶関係資料」

資料： （ 公社） 日本茶業中央会「 茶関係資料」

○ 秋冬番茶

○ 二番茶

○ 参考： 一番茶販売額試算

販売額
( 千円/1 経営体)

１ 経営体当たり
栽培面積

単収
区 分 金額

（ 千円）
荒茶収量

（ kg /1 0 a ）

2 ,2 5 61 .5 ha1 5 08 6静岡県

2 ,4 6 42 .4 ha1 0 39 3三重県

6 ,9 1 92 .0 ha3 4 61 0 2京都府

1 0 ,9 0 05 .5 ha1 9 81 0 8鹿児島県

3 ,1 8 91 .9 ha1 6 89 3全国平均

（ 単位： 荒茶単価（ 円/kg ） ） （ 単位： 荒茶単価（ 円/kg ） ）

（ 単位： 荒茶単価（ 円/kg ） ）

※（ 公社） 日本茶業中央会「 茶関係資料」 、 農業セン サス から 農産園芸課試算 1 9



○ 令和８ 年３ 月に実施し た茶業経営アン ケート によ る と 、 約３ 割が栽培面積の拡大に意欲。

○ せん茶では生産縮小意向が見ら れる 一方、 ド リ ン ク 原料茶・ てん茶では約２ 割が生産拡大の意向。

⇒ 栽培面積拡大を 希望する 生産者へ農地の集積・ 集約化や新植等の支援が必要。

茶種の転換等にあたっ ては、 転換に必要と なる 資材や施設等の整備に係る 支援が必要。

Ⅰ－３ －７ 茶業経営ア ン ケ ート 調査結果（ Ｒ 8 .3 ） ※生産動向関連

【 茶栽培面積の意向 】 【 せん茶生産の意向 】 【 ド リ ン ク 原料茶生産の意向 】 【 てん茶生産の意向 】

6 4 %

2 8 %

8 %

現状維持 規模拡大 規模縮小

6 5 %1 3 %

1 4 %

8 %

現状維持 生産拡大 生産縮小 生産なし

5 9 %
1 5 %

5 %

2 0 %

現状維持 生産拡大 生産縮小 生産なし

1 7 %

1 9 %
6 3 %

現状維持 生産拡大 生産縮小 生産なし
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○ 全国茶品評会において、 普通せん茶1 0 kg の部で2 2 年連続と なる 産地賞受賞や農林水産大臣賞など の特別賞を 継続し て受賞。

○ ま た、 日本茶イ ン ス ト ラ ク タ ー協会が主催する 「 日本茶アワ ード 」 のほか、 イ ギリ ス で開催さ れる 「 Grea t Ta s te Aw a rds」 や「 The Le a f ie s」 、

フ ラ ン ス で開催さ れる 「 J a pa ne se Te a S e le ct ion Pa ris」 など で本県産茶が受賞し ており 、 国内外で高品質な「 かご し ま 茶」 の認知度が向上。

⇒ 引き 続き 、 高品質茶の生産や、 各種品評会・ コ ン テス ト 等への出品を 通じ た銘柄確立が必要。

Ⅰ－３ －８ 全国茶品評会等における 受賞状況

【 全国茶品評会における 受賞歴 】 【 その他品評会における 受賞 】

Ｒ ７Ｒ ６Ｒ ５Ｒ ４Ｒ ３Ｒ ２Ｒ 元区 分

1111111産地賞

1111111農林水産大臣賞

3243263その他特別賞

農林水産大臣賞（ Ｒ 7 ） 産地賞（ Ｒ 7 ）

日本茶ア ワ ード

Gre a t Ta s te Aw a rd s

The Le a f ie s

J a pa ne se Te a S e le ct ion Pa ris 2 1



○ 販売目的栽培経営体は、 全国平均と 同様に平成1 2 年と 比較し て大幅に減少。

○ 基幹的農業従事者は、 全国的に高齢化が進展し ており 、 6 0 歳以上の割合は平成2 2 年の6 7 ％から 7 4 ％に増加。

⇒ 担い手が減少する 中、 生産方式の更なる 効率化が必要。

ま た、 5 9 歳未満の担い手を 確保する と と も に、 6 0 歳以上の農業従事者に対する 農作業安全の普及啓発や作業性の向上等が必要。

Ⅰ－３ －９ 担い手・ 労働力（ 販売目的栽培経営体、 年齢別基幹的農業従事者の推移）

資料： 農林水産省「 農業セン サス 」 （ H2 7 以前は販売農家数、 R2 は個人経営体数）
※販売農家： 経営耕地面積が3 0 a 以上又は農産物販売金額が年間5 0 万円以上の農家。
※個人経営体： 個人（ 世帯） で事業を 行う 経営体を いい、 法人化し て 事業を 行う 経営体は含ま な い。

【 販売目的栽培経営体数（ 農家戸数） の推移 】 【 年齢別基幹的農業従事者の推移 ( 全国) 】

全国その他京都府三重県静岡県鹿児島県区分

5 3 ,6 8 71 9 ,4 3 11 ,3 3 04 ,5 9 82 4 ,0 1 94 ,3 0 9H1 2

3 7 ,6 1 71 3 ,4 8 51 ,0 3 52 ,2 9 41 7 ,7 3 13 ,0 7 2H1 7

2 8 ,1 1 69 ,6 8 78 2 51 ,4 5 51 3 ,9 3 32 ,2 1 6H2 2

1 9 ,6 0 36 ,9 2 86 3 19 4 19 ,5 0 41 ,5 9 9H2 7

1 2 ,3 2 54 ,4 9 04 7 35 6 95 ,7 1 21 ,0 8 1R２

2 3 %2 3 %3 6 %1 2 %2 4 %2 5 %R2 /H1 2

合計
（ 人）

7 0 歳以上6 0 ～6 9 歳5 0 ～5 9 歳4 9 歳未満
区分

構成比人数構成比人数構成比人数構成比人数

2 5 ,0 4 34 1 %1 0 ,3 8 22 6 %6 ,4 9 81 9 %4 ,6 7 21 4 %3 ,4 9 1H2 2

1 7 ,8 9 44 0 %7 ,1 2 03 1 %5 ,4 9 41 6 %2 ,8 7 41 3 %2 ,4 0 6H2 7

1 1 ,6 4 44 2 %4 ,9 0 43 2 %3 ,6 8 51 3 %1 ,4 8 11 4 %1 ,5 7 4R2

4 6 %－4 7 %－5 7 %－3 2 %－4 5 %R2 /H2 2

6 5 %－6 9 %－6 7 %－5 2 %－6 5 %R2 /H2 7

資料： 農林水産省「 農業セン サス 」
注： 工芸農作物の「 単一経営経営体」 のう ち販売目的の茶を 栽培する 年齢階層別基幹的農業従事者数を グ ラ フ 化。
※単一経営経営体： 農産物販売金額のう ち 、 主位部門の販売金額が８ 割以上の経営体。
※基幹的農業従事者： 1 5 歳以上の世帯員のう ち 、 ふだん仕事と し て 主に自営農業に従事し て いる 者。
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○ 茶の新規就農者は、 年次変動がある も のの毎年後継者が就農し ている ほか、 新規参入が多く 見ら れる 年も ある 。

○ 新規雇用就農者はコ ロ ナ禍を 除き 毎年8 0 名程度で推移し ており 、 回答1 法人あたり の雇用者数は増加。

○ 外国人材（ 農林業・ 技能実習） は、 毎年1 ,1 0 0 人程度で推移。

⇒ 儲かる 茶業によ り 後継者等が就農し やすい経営を 推進する と と も に、 茶業青年や茶業女性など の担い手の育成が必要。

茶商や流通業者、 土木業者など の新規参入の推進など 、 多様な担い手の確保・ 育成を 図る こ と が必要。

法人経営体の経営規模も 拡大し ている こ と も あり 、 雇用就業者の確保が必要。 ま た、 外国人材の活用に向けて住環境整備など の対応が必要。

Ⅰ－３ －1 0 担い手・ 労働力（ 新規就農者、 新規雇用就農者、 外国人材の活用）

資料： 経営技術課調べ

【 新規就農者数 】 【 新規雇用就業者数 】

Ｒ ６Ｒ ５Ｒ ４Ｒ ３Ｒ ２Ｒ 元Ｈ 3 0区分

５ 人７ 人７ 人６ 人1 1 人1 5 人７ 人後継者

１ 人４ 人０ 人0 人0 人１ 人０ 人新規参入者

６ 人1 1 人７ 人6 人1 1 人1 6 人７ 人合 計

Ｒ ５Ｒ ４Ｒ ３Ｒ ２Ｒ 元Ｈ 3 0区分

8 4 人8 1 人7 4 人3 8 人5 3 人7 3 人新規雇用就農者数

4 1 人4 0 人3 2 人1 3 1 人1 2 3 人1 2 1 人回答法人

【 外国人材の活用（ 鹿児島県における 外国人労働者数（ 農林業・ 技能実習） ） 】

Ｒ ７Ｒ ６Ｒ ５Ｒ ４Ｒ ３Ｒ ２Ｒ 元

1 ,2 5 5 人1 ,1 8 1 人1 ,0 5 7 人9 6 1 人1 ,0 4 1 人1 ,1 4 2 人1 ,1 3 5 人

資料： 経営技術課調べ

資料： 鹿児島労働局調べ

茶業青年研修（ 闘茶会） 茶業女性の会研修（ ティ ーリ ズム ）
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○ 本県の茶工場は、 大規模化に伴う 再編・ 統合や茶価の低迷に伴う 閉鎖など があり 、 平成2 3 年比で約４ 割減少。

一方、 近年は需要の高い抹茶の原料と なる てん茶を 製造する 工場が増加。

○ 日本政策金融公庫の農業景況調査によ る と 、 令和８ 年における 設備投資予定のある 茶経営体割合は6 9 ％と 平成2 7 年の3 0 ％から 3 9 ポイ ン ト 上昇。

○ なお、 令和７ 年度３ 月に実施し た茶業経営アン ケート によ る と 、 県内で工場の増設や再編を 希望する 工場は、 全体の約２ 割。

○ 本県ではク リ ーン なかご し ま 茶づく り 運動を 展開し て、 GAP等の第三者認証の取得を 推進し ており 、 令和７ 年３ 月末時点で茶工場の約７ 割が取得。

⇒ 国庫補助事業等を 活用し た施設整備の支援や、 安心・ 安全な茶づく り に向けた第三者認証取得のさ ら なる 推進が必要。

Ⅰ－３ －1 1 荒茶工場数の推移、 安心安全な茶づく り （ 第３ 者認証）

資料： （ 公社） 日本茶業中央会「 茶関係資料」

【 荒茶工場数 】

【 第三者認証取得工場 】

全国京都府静岡県鹿児島県

区分
工場数工場数工場数工場数

う ち碾茶う ち碾茶う ち碾茶う ち碾茶

…5 ,7 6 4…4 1 1…2 ,3 2 7…5 8 7H2 3

…4 ,4 7 3…3 7 9…1 ,8 5 265 0 6H2 8

…3 ,7 8 5…2 8 6…1 ,4 6 11 34 1 6R3

1 8 73 ,5 1 99 02 6 82 11 ,4 6 71 93 7 8R6

－6 1 %－6 5 %－6 3 %－6 4 %R6 /H2 3

取得率
計

( 実数)
計

( 延べ)
IS O

9 0 0 1
GLOBAL

G.A.P
AS IA
GAP

J GAPK-GAP区 分

7 1 ％2 5 62 8 571 11 1 57 37 9工場数

【 農業景況調査（ 設備投資予定あり の割合（ ％） ） 】

【 茶業経営アン ケート によ る 増設等の希望状況 】

資料： 日本政策金融公庫「 農業景況調査」

資料： 農産園芸課調べ

資料： 農産園芸課調べ

3 0 .3

6 9 .0

0 .0

2 0 .0

4 0 .0

6 0 .0

8 0 .0

1 0 0 .0

H2 7 2 8 2 9 3 0 R元 2 3 4 5 6 7 8

7 6 %

1 6 %

2 % 3 %

2 %

現状維持 増設 再編統合 縮小 閉鎖
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○ 有機栽培は、 欧米を 中心に海外で需要が高く 、 各国・ 地域の残留農薬基準基準に対応可能なこ と から 輸出にも 適し ている 。

○ 本県の有機栽培面積は、 国庫補助事業等を 活用し て慣行栽培から の転換が進み、 平成3 0 年比で1 .8 倍へ増加。

○ 有機栽培では除草等の労働時間が係り 増し と なる ほか、 荒茶収量の減少など が懸念さ れる 。

⇒ 有機栽培では、 病害虫の発生や有機質肥料の肥効発現、 除草労力、 有機栽培転換中における 収量減少に伴う 収益性の低下など への対応が必要。

Ⅰ－３ －1 2 安心・ 安全な茶づく り （ 有機栽培）

資料： 農林水産省調べ

【 有機Ｊ Ａ Ｓ ほ場面積の推移 】

増減率
（ R6 /H3 0 ）

R6R3H3 0
区分

シェ ア面積シェ ア面積シェ ア面積

1 8 8 %5 1 %9 2 64 7 %6 7 13 9 %4 9 3鹿児島県

1 4 2 %1 7 %3 1 01 6 %2 3 31 7 %2 1 9静岡県

1 1 7 %3 %6 24 %5 64 %5 3京都府

1 0 3 %2 8 %5 0 73 3 %4 6 73 9 %4 9 0その他

1 4 4 %1 0 0 %1 ,8 0 51 0 0 %1 ,4 2 71 0 0 %1 ,2 5 5全国

2

1 0
2 .8

1 .51 2

1 0 .5
3 .6

3 .65 .8

5 .2

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

慣行栽培 有機栽培

除草 病害虫防除 機械搬送 被覆 荒茶加工

資料： 経営技術課調べ

（ ｈ /1 0 a ）

【 有機栽培の労働時間 】 【 有機栽培の収益性 】

B/C
慣行
栽培

（ Ｃ ）

有機栽培
転換中
（ Ｂ ）

有機
JAS 認証
（ Ａ ）

項 目

5 3 %3 2 41 7 22 5 9
荒茶収量

( kg /1 0 a )

8 6 %9 9 78 5 51 ,2 1 6
荒茶単価
( 円/kg )

4 6 %3 2 31 4 73 1 5粗収益①

8 4 %3 0 02 5 12 8 8生産費②

－1 200農薬衛生費

1 5 6 %5 07 87 8肥料費

1 5 0 ％2 63 93 1労働費

6 3 ％2 1 21 3 41 7 9加工料等

▲4 .5 22 3▲1 0 42 7
農業所得

（ ①-②）

資料： 経営技術課調べ

（ 単位： 千円、 kg /1 0 a ）

【 国庫補助事業を 活用し た有機栽培への転換支援（ R２ ～６ ） 】

支援額
有機栽培
転換面積

区分

4 9 ,4 0 0 千円4 9 .4 haR２

3 7 ,2 0 0 千円3 7 .2 haR３

8 8 ,2 0 0 千円8 8 .2 haR４

1 7 3 ,7 0 0 千円1 7 3 .7 haR５

2 7 6 ,5 0 0 千円2 7 6 .5 haR６

資料： 農産園芸課調べ
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○ 茶生産では、 凍霜害や寒害、 潮風害、 降灰等の自然災害や、 販売価格の下落、 燃料価格高騰など のリ ス ク がある 。

○ 収入保険加入や生葉洗浄脱水機の導入など によ る 降灰対策、 燃料価格高騰対策（ セーフ ティ ーネッ ト ） 等に取り 組んでいる 。

県では、 燃油価格が一定の基準を 超えた場合に、 補填金を 交付する 国のセーフ ティ ーネッ ト 事業への加入時に負担する 経費の一部を 助成し ている 。

⇒ 引き 続き 、 収入保険やセーフ ティ ーネッ ト 等の加入推進や降灰対策に資する 機械導入支援等が必要。

Ⅰ－３ －1 3 自然災害や地政学リ ス ク 等への対応

【 降灰対策 】【 収入保険加入率 】 【 セーフ ティ ーネッ ト 加入率の推移 】

摘採機能付き 除灰機

生葉洗浄脱水機

資料： 農産園芸課調べ 2 6

8 %

2 1 %

6 7 %
7 0 %

7 6 %

7 7 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

R元 2 3 4 5 6

資料： 農業経済課調べ

1 5 %

6 7 %

7 4 % 7 5 % 7 4 %
7 8 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

R3 4 5 6 7 8



Ⅱ 本県茶業の抱える 主要な現状・ 課題と 方向性の整理（ １ ／２ ）

方 向 性現 状・ 課 題

・ 新規就農者や新規参入者など 担い手の
確保が必要

・ ス マート 農業を 含む効率的な生産に向
けた機械の開発・ 導入や農地の集積・
集約化、 生産基盤の強化など 構造転換
が必要。

・ 生産者の減少・ 高齢化が進展し 、 １ 経営体
当たり の規模が拡大。

・ 被覆作業や除草など 労働負担の大き な作業
が規模拡大を 阻害。

生

産

・ 需要に応じ た茶種（ てん茶） の転換や
品種の導入、 加工施設等の整備、 契約
取引や第三者認証の推進、 価格に見
合っ たコ ス ト での生産が必要。

・ てん茶は生産量・ 取引単価と も に上昇し
ている 一方、 せん茶等は低迷。

・ 病害虫抵抗性品種等の開発・ 導入や除
草機械の導入等が必要。

・ 有機栽培は海外需要が高く 輸出にも 適す
る ため面積は拡大し ている が、 病害虫や
肥料効果の発現、 除草労力への対応など
が課題。

・ 茶樹の改植や除灰機や防霜施設等の導
入や収入保険やセーフ ティ ーネッ ト 等
への加入が必要。

・ 茶生産者の経営基盤の強化を 図る こ と
が必要。

・ 茶樹の高齢化や降灰、 凍霜害など の気象
災害、 燃料の価格高騰・ 安定確保など が
課題。

・ 欧米・ Ａ Ｓ Ｅ Ａ Ｎ など を 中心に新たな
販路開拓など 、 更なる 輸出拡大が必要。

・ 輸出相手先国・ 地域の需要等を 把握し 、
ミ ス マッ チが発生し ない仕組みづく り
が必要。

・ 輸出額は過去最高を 更新し ており 、 取引
単価も 上昇。

・ 輸出相手先国・ 地域のニーズに対応でき
ない事業者や、 輸出を 取り やめる 業者が
存在。

輸

出

・

流

通

・ 世界市場で生き 残る ために品質や地理
・ ス ト ーリ ー性に訴求し たブラ ン ド
戦略の確立が必要。

・ 「 かご し ま 抹茶」 の品質基準等の設定
等を 検討し 、 中国産など と の差別化
が必要。

・ 中国など 世界で抹茶の生産が拡大し てお
り 物量・ 価格の優位性が懸念。

・ 付加価値向上に向けて、 県内仕上げ率
の向上が必要。

・ 茶価の高騰によ り 、 県外では廃業する
茶商が出てき ており 、 茶商の経営基盤
の強化が必要。

・ 県内仕上げ率は約３ 割であ り 、 仕上げ茶
出荷額は静岡県の1 /1 3 。

・ てん茶への生産転換によ り 、 煎茶の生産
が減少し 、 茶価が高騰。
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Ⅱ 本県茶業の抱える 主要な現状・ 課題と 方向性の整理（ ２ ／２ ）

方 向 性現 状・ 課 題

・ ド リ ン ク 向け原料茶を 価格に見合っ た
コ ス ト での生産が必要。

・ 健康機能性や簡易簡便志向に対応し た
喫茶法の提案が必要。

・ リ ーフ 茶消費量は低迷し ている 一方、 茶
飲料は増加。

・ 4 0 歳未満の茶全体の支出金額が少なく 、
4 0 歳以上で簡易簡便化志向へシフ ト 。

消

費

・

文

化

・ 消費量でも 日本一を 目指し て、 おいし
いお茶の入れ方教室など 県民の愛飲文
化の醸成が必要

・ 鹿児島市は平成2 8 年に購入数量で日本一
と なっ たが、 その後低迷し 、 静岡市と の
差が拡大。

・ 商品選択の際に選ばれる ため、 メ ディ
ア 等への露出など 更なる 認知度向上や
観光業と 連携し たコ ト 体験など の取組
の推進が必要。

・ 消費地における 「 かご し ま 茶」 の認知度
は４ 割程度と 伸び悩み。
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